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１ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業の概要 

 

（１）目的 

   ひとり親家庭及び寡婦世帯の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している 

児童の福祉を増進することを目的として、必要な資金を貸し付けるもの。 

【根拠法令：母子及び父子並びに寡婦福祉法第１３条、第３１条の６、第３２条より】 

 

（２）母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計について 

   都道府県※は、母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行う場合、特別会計を設けなければならない。

※ 政令指定都市及び中核市（指定都市等）においては、指定都市等が処理するものとする。 

【根拠法令：母子及び父子並びに寡婦福祉法第３６条、第４６条より】 
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３　母子父子寡婦福祉資金貸付金の種類等
令和７年１２月３１日現在

母子・父子家庭 寡婦家庭

母 ・ 父 寡 婦 円

円

母 ・ 父 寡 婦

小学校 64,300 円

中学校 81,000 円

160,000 円

420,000 円

430,000 円

590,000 円

修業施設等 282,000 円

［一般］　　月額 68,000 円

［特別］　　一括 816,000 円

 自動車免許取得 460,000 円

月　　　　　額 68,000 円

自動車免許取得 460,000 円

一　　　　　般 110,000 円

通勤用自動車購入 340,000 円

医　療（一般） 340,000 円

医　療（特別） 480,000 円

介　　　　　護 500,000 円

月　　　　　額 114,000 円

技能習得月額 141,000 円

家　計　急　変

一　　　　　般 1,500,000 円

特別（災害時） 2,000,000 円

転 宅 資 金 母 ・ 父 寡 婦
　転居のため、住宅の賃借に際し必要な敷金、前家
賃、運送費等の資金

260,000 円 　貸付日から６か月 ３年以内
 無利子

（又は１．0％）

結 婚 資 金 児 童 子 　扶養している子どもの婚姻に際し必要な資金 330,000 円 　貸付日から６か月 ５年以内
 無利子

（又は１．0％）

　貸付日から６か月
　　　　　　　　　６年以内
　　　　 特別 　７年以内

 無利子
（又は１．0％）

就 学 支 度 資 金

専修学校（一般・高等課程）、国公立高校

児 童
（父母のない児
童 を 含 む ）

子 国公立大学院、大学、短大、高等専門学校、専修学校
（専門課程）

私立高校、専修学校（高等課程）

私立大学院、大学、短大、高等専門学校、専修学校
（専門課程）

無利子修学修了後６か月

就学　２０年以内
（専修学校（一般）は５年以内）

修業　５年以内

 無利子
（又は１．0％）

生 活 資 金

　終了後６か月 ５年以内
 無利子

（又は１．0％）
　短期（期間が1年以内）の医療又は介護を受けるため
に必要な資金

　　医療介護終了後
　　生活安定貸付期間満了後
　　失業中貸付期間満了後
　　技能習得後
　　生活資金貸付期間終了後
　　　　　　　　６か月

　　　医療又は介護：　５年以内
　　　生活安定貸付：　８年以内
　　　失　　　　　　業：　５年以内
　　　技　能　習　得：２０年以内
　　　家　計　急　変：１０年以内児童扶養手当に準拠した額

 無利子
（又は１．0％）

医 療 介 護 資 金
母 ・ 父 ・ 児 童
（介護の場合は
児 童 を 除 く ）

寡 婦

　医療介護資金を借受けて医療若しくは介護を受けている
期間中の生活を維持するための資金
　母子家庭又は父子家庭になって７年未満の者が生活を安
定させるための資金
　失業して1年以内の期間の生活を維持するための資金
　技能習得期間中の生活を維持するための資金
　家計急変者に対する生活資金

　現に居住し、かつ、所有する住宅の補修、又は購入
するための資金

住 宅 資 金 母 ・ 父 寡 婦

母 ・ 父 寡 婦

就 職 支 度 資 金
母 ・ 父 ・ 児 童
（父母のない児
童 を 含 む ）

寡 婦 　貸付日から１年 ６年以内
　就職するために直接必要な被服、靴等の身の回り品
を整えるための資金

 無利子

技 能 習 得 資 金 母 ・ 父 寡 婦 　技能習得後１年 ２０年以内
　自ら事業を開始し又は就職するために必要な知識技
能を習得するための授業料、通学費等の資金

　自ら事業を開始し又は就職するために必要な知識技
能を習得するために必要な資金

修 業 資 金
児 童

（父母のない児
童 を 含 む ）

子 　技能習得後１年 ２０年以内

 無利子
（又は１．0％）母 子 ・ 父 子 福 祉 団 体

 無利子
（又は１．0％）

　修学終了後６か月
２０年以内

（専修学校（一般）は５年以内）
 無利子

児 童
（父母のない児
童 を 含 む ）

子

　現在営んでいる事業を継続するために必要な設備、
商品等を購入する運転資金

　高校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に
修学させるための授業料、書籍代、交通費等（大学等
に就学する場合に係る経費等）に必要な資金

　小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校又は専
修学校の入学に際して、入学金、被服等の購入に必
要な資金

事 業 継 続 資 金 　貸付日から６か月

修 学 資 金

　学校等種別及び学年別に別表１の限度額に基づき貸付を行
う。
　児童扶養手当法施行令第４条に定める計算方法に基づき算
出した前年所得が682 万円（年収目安900 万円）を超える場合
には、別表２の限度額を適用するものとする。

７年以内1,790,000 円

利 子
（ ） 内 は 、 連 帯 保 証 人 を
立 て な い 場 合 の 利 率

事 業 開 始 資 金 　貸付日から１年 ７年以内
 無利子

（又は１．0％）母 子 ・ 父 子 福 祉 団 体

貸 付 金 の 種 類
貸 付 対 象 者

貸 付 金 限 度 額 据 置 期 間 償 還 期 限

3,580,000

5,370,000

内　　容

　新たに事業（例えば洋裁、軽飲食など）を開始するた
めに必要な設備、機械等の購入資金
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（別表１）修学資金貸付限度額（月額）一覧表 （別表２）修学資金貸付限度額（月額）一覧表　※前年所得が682 万円を超える場合

自　宅
27,000 円 27,000 円 27,000 円

自　宅
27,000 円 27,000 円 27,000 円

自宅外
34,500 円 34,500 円 34,500 円

自宅外
34,500 円 34,500 円 34,500 円

自　宅
45,000 円 45,000 円 45,000 円

自　宅
45,000 円 45,000 円 45,000 円

自宅外
52,500 円 52,500 円 52,500 円

自宅外
52,500 円 52,500 円 52,500 円

自　宅
31,500 円 31,500 円 31,500 円 67,500 円 67,500 円

自　宅
31,500 円 31,500 円 31,500 円 67,500 円 67,500 円

自宅外
33,750 円 33,750 円 33,750 円 76,500 円 76,500 円

自宅外
33,750 円 33,750 円 33,750 円 76,500 円 76,500 円

自　宅
48,000 円 48,000 円 48,000 円 98,500 円 98,500 円

自　宅
48,000 円 48,000 円 48,000 円 89,000 円 89,000 円

自宅外
52,500 円 52,500 円 52,500 円 115,000 円 115,000 円

自宅外
52,500 円 52,500 円 52,500 円 102,500 円 102,500 円

自　宅
67,500 円 67,500 円 67,500 円 67,500 円

自　宅
67,500 円 67,500 円 67,500 円 67,500 円

自宅外
78,000 円 78,000 円 78,000 円 78,000 円

自宅外
77,500 円 77,500 円 77,500 円 77,500 円

自　宅
89,000 円 89,000 円 89,000 円 89,000 円

自　宅
84,500 円 84,500 円 84,500 円 84,500 円

自宅外
126,500 円 126,500 円 126,500 円 126,500 円

自宅外
108,500 円 108,500 円 108,500 円 108,500 円

自　宅
67,500 円 67,500 円

自　宅
67,500 円 67,500 円

自宅外
96,500 円 96,500 円

自宅外
86,500 円 86,500 円

自　宅
93,500 円 93,500 円

自　宅
86,500 円 86,500 円

自宅外
131,000 円 131,000 円

自宅外
110,500 円 110,500 円

自　宅
71,000 円 71,000 円 71,000 円 71,000 円

自　宅
69,500 円 69,500 円 69,500 円 69,500 円

自宅外
108,500 円 108,500 円 108,500 円 108,500 円

自宅外
92,500 円 92,500 円 92,500 円 92,500 円

自　宅
108,500 円 108,500 円 108,500 円 108,500 円

自　宅
95,000 円 95,000 円 95,000 円 95,000 円

自宅外
146,000 円 146,000 円 146,000 円 146,000 円

自宅外
121,000 円 121,000 円 121,000 円 121,000 円

132,000 円 132,000 円 132,000 円 132,000 円

183,000 円 183,000 円 183,000 円 183,000 円 183,000 円 183,000 円

　専修学校（一般課程）
54,000 円 54,000 円

　専修学校（一般課程）
54,000 円 54,000 円 - - -

高校、専修学校（高等課程）高校、専修学校（高等課程）

大　　学　　院

修 士 課 程
- - -

博 士 課 程
- -

大　　　　　学

国公立 -

-

私　 立 -

-

短           大

国公立 - - -

- - -

私　 立 - - -

- - -

高等専門学校

国公立

私　 立

専修学校（専門課程）

国公立

私　 立

私　 立 - -

- -

-

-

-

-

5年

国公立 - -

- -

学校等種別/学年別 1年 2年 3年 4年5年2年 3年 4年学校等種別/学年別

大　　　　　学

国公立

私　 立

1年

私　 立

高等専門学校

国公立

私　 立

専修学校（専門課程）

国公立

私　 立

短           大

国公立

私　 立

国公立 - -

-

-

- - -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

-

-

-

-

-

-

修 士 課 程

大　　学　　院
博 士 課 程

- -

-

- - -
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　ア　目的

　イ　現状

償還期間 償還者
保証人

（長崎市の場合）

20年以内
ひとり親
及び子

要

20年以内
ひとり親
及び子

要

　ウ　問題点

　エ　対応策

　　　（参考）長崎県内の状況（修学資金、就学支度資金）

月額2万7千円～18万3千円
（学校の区分、自宅通学かどう
かなどで異なる）

64,300円～59万円

対象経費

高校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学
校の授業料、書籍代、交通費等

小学校、中学校、高校、大学、大学院、高等専門
学校又は専修学校の入学金、被服等購入費

申請者が無職や生活保護受給者等である場合

４　母子父子寡婦福祉資金貸付金における連帯保証人必置要件の緩和

　　　　・長崎市は、全ての種類の貸付において連帯保証人をたてることを必須条件としている。
　　　　・国は、平成21年6月の制度改正により、連帯保証人の要件緩和（連帯保証人がいない場合でも貸付を認める。）

　　　　・貸付の申出者が連帯保証人をたてることができず、市の貸付けを受けられない場合がある。
　　　　・その場合、長崎市社会福祉協議会の貸付を案内しているが、本来貸付けは法に基づき市が優先して行うものとされている。

　　　こどもの進学資金等の貸付にかかる連帯保証人必置の要件を緩和し、ひとり親家庭のこどもたちの進学を支援することで、貧困の連鎖を断ち切る。

　　　・修学資金及び就学支度資金について、連帯保証人の要件を緩和し、貸付利用を促進することで、こどもの進学を支援する。
　　　　（拡大分の予算：18件　6,833千円）

種類

修学資金

就学支度資金

貸付限度額

　　　・ただし、将来の償還能力が低いと見込まれる場合又は貸付額が多額である場合には、引き続き連帯保証人の設置を求める。

長崎県
佐世保市

連帯保証人

原則不要

原則不要

連帯保証人が必要な場合

償還金の月額が、申請者の可処分所得の20％を超える場合
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５　母子父子寡婦福祉資金貸付金資金別内訳
（単位：円）

件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額
母　子 -       -                   -       -                   -       -                   1       1,000,000        -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 4       1,296,000        3       1,200,000        8       2,304,000        14      6,301,000        12      5,961,000        
父　子 1       720,000          1       720,000          2       2,382,000        2       2,382,000        -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   1       1,752,000        1       924,000          -       -                    
母　子 1       600,000          1       600,000          2       1,000,000        1       308,000          -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 -       -                   1       816,000          2       1,088,000        1       272,000          -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 -       -                   3       579,000          1       147,000          1       193,000          -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 -       -                   2       344,000          3       1,600,000        7       987,000          6       872,000           
父　子 -       -                   -       -                   1       590,000          1       590,000          -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   1       590,000          -       -                   -       -                    
母　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
父　子 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   -       -                   -       -                   -       -                    
母　子 5       1,896,000        10      3,539,000        16      6,139,000        25      9,061,000        18      6,833,000        
父　子 1       720,000          1       720,000          3       2,972,000        3       2,972,000        -       -                    
寡　婦 -       -                   -       -                   2       2,342,000        1       924,000          -       -                    
合　計 6       2,616,000        11      4,259,000        21      11,453,000      29      12,957,000      18      6,833,000        

当初予算額のうち拡大分
令和８年度

計

結 婚 資 金

 資金名

令和７年度
決算額

就学支度資金

転 宅 資 金

住 宅 資 金

生 活 資 金

決算額
                   年  度 令和５年度 令和６年度

当初予算額 当初予算額

事業開始資金

医療介護資金

就職支度資金

修 業 資 金

技能習得資金

修 学 資 金

事業継続資金
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６　母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金収納状況

（１）　貸付事業総額について （令和7年12月31日現在）

人

千円

令和7年度調定額 ① 千円

令和7年度収入済額 ② 千円

令和7年度納期未到来 ③ 千円

④ (①-②-③） 千円

⑤ 千円

（単位：円）

7,119,186                 94,112,070                26.1%

2,238,938                 90.2%

過年度 104,371,279              12,498,147                 -                             -                             91,873,132                12.0%R7
（R7.12.31現在）

現年度 30,047,518                20,689,394                 -                             7,119,186                 

合計 134,418,797              33,187,541                 -                             

-                             104,371,279              33.1%

4,031,177                 87.6%

過年度 124,743,044              20,084,532                 4,318,410                 -                             100,340,102              16.1%R6

現年度 38,827,854                34,029,918                 766,759                    -                             

合計 163,570,898              54,114,450                 5,085,169                 

5,380,364                 90.6%

過年度 142,462,210              14,259,638                 -                             -                             128,202,572              10.0%

合計 199,654,263              -                             66,071,327                 133,582,936              33.1%-                             

34.7%

5,792,398                 91.7%

7.7%

R4

現年度 57,192,053                51,811,689                 -                             -                             

過年度 148,115,910              11,415,298                 -                             -                             136,700,612              

-                             142,493,010              

R3

現年度 70,148,690                64,356,292                 -                             -                             

合計 218,264,600              75,771,590                 -                             

29.8%

5,081,403                 88.9%

過年度 133,582,936              12,611,292                 1,310,003                 -                             9.4%

1,310,003                 

R5

現年度 45,929,782                40,848,379                 -                             -                             

合計 179,512,718              -                             53,459,671                 

119,661,641              

124,743,044              

34.8%

8,564,514                 89.1%

7.5%

不納欠損額

144,497令和8年度以降調定予定額

収入未済額 償還率

（２）　年度推移表

年度 区分 調定額 収入済額

　　貸付人員

　　債権総額 （③＋④＋⑤）

令和7年度収入未済額

償還期間中

納期未到来額

81,715,866                 -                             

144,640,321              

153,204,835              

R元

現年度 78,583,555                70,019,041                 -                             -                             

合計 234,920,701              -                             

過年度

-                             

156,337,146              11,696,825                 -                             -                             

-                             

8.1%R2

現年度 78,736,712                71,378,468                 -                             -                             

合計 231,863,797              83,747,887                 148,115,910              36.1%

7,358,244                 90.7%

過年度 153,127,085              12,369,419                 -                             -                             140,757,666              

303

245,728

134,419

33,188

7,119

94,112

144,640 140,758 136,701 128,203 119,662 
100,340 91,873 

8,565 7,358 5,792 
5,380 

5,081 
4,031 

2,239 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7

収入未済額の推移

過年度 現年度

年度

千円

(R7.12.31時点)

153,205 148,116
142,493

133,583
124,743

104,371
94,112
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項目

１

２

３

電話催告 1

３

１

２

３

１

分割納付については、履行状況を的確に把握し、不履行時は迅速な納付指導につなげる。

償還されず回収困難となっている債権のうち、条例に規定する債権放棄等の要件を満たす債権については、放棄等に向け
た取り組みを進める。

滞納を削減
させる取組

滞納を発生
させない取組

申請時及び貸付決定（借用書提出）時に、借受人・連帯借受人・連帯保証人に対し、原則、面談を必須として福祉資金の目
的・性格及び今後の償還計画について十分に説明を行い、償還の意識付けを徹底する。

償還期間中で納付書で償還している対象者に対し、口座振替推進の文書を送付し、口座振替への切り替えを進める。

償還されず回収困難となっている債権について、弁護士法人への業務委託により効果的な催告事務等を行うことで、徴収率
の向上を図る。

２ 新規貸付者は口座振替での償還を原則とし、口座振替不能者に対しては電話による納付指導を行い徴収に努める。
（新規貸付者は、100％口座振替となっている。）

職員による納付指導

７　未収金対策への取り組み

内　　　　　　容

文書催告

督促状の送付（毎月）

借受人及び連帯借受人へ催告書を送付（年2回）

連帯保証人へ納付指導依頼書を送付（年2回）

　未収金対策に取り組んだ結果、令和７年度においては前年同時期から約1,800万円の未収金を縮減することができた。
引き続き、以下の取り組みにより未収金の縮減を図っていく。
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②　審　査
　（母子・父子自立支援員）

特　別　会　計

長　　崎　　市

国　（国　庫）

８　（参考）母子父子寡婦福祉資金貸付事務の流れ

借受人（ひとり親家庭の母または父等）連帯保証人

一般会計から特別会計への繰入れ

Ｂ
国
庫
貸
付
決
定

Ａ
国
庫
貸
付
申
請

一般会計

保証意思の確認

Ｃ
国
庫
借
入
金
償
還

特別会計から一般会計への繰出し

①
貸
付
申
請

⑥
貸
付
金
の
償
還

⑥ （貸付金の償還） ④ 借用書等提出

③
決
定
通
知

④
借
用
書
等
提
出

⑤
資
金
の
貸
付
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